
第 7章

政策評価とアカウンタビリティ

野 上　裕 生

はじめに　

　本章の目的は，開発途上国の財政問題において「アカウンタビリティ」と

いう概念に注目することの意義を考えることである。アカウンタビリティは

開発途上国の「良いガバナンス」の要件となっているが，アカウンタビリテ

ィの概念自体には合意があるわけではない。そこで第 1節では，開発研究の

なかでアカウンタビリティがどのように考えられてきたのかを振り返る。第

2節では，最近注目されている政策評価や成果指標がアカウンタビリティの

向上に貢献できるのかどうかについて考える。第 3節では，アカウンタビリ

ティ指標のあり方について，いくつかの予備的な考察を行う。最後に，アカ

ウンタビリティがどのような意味で開発研究において重要なのかをまとめる。

第 1節　開発研究とアカウンタビリティ

1．アカウンタビリティの概念

　「アカウンタビリティ」（accountability：説明責任）とは一般に，「あること

を任されている代わりに，それに対してきちんと説明する責任を有するこ
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と」（国際開発ジャーナル社［2004: 1］）である。しかし，開発研究の分野では

アカウンタビリティにはさまざまな定義が与えられており，その内容を吟味

するのが意外に難しくなっている。たとえば，公共政策学の立場から「ニュ

ー・パブリック・マネージメント」（New Public Management）の模範的な事

例であるニュージーランドを研究した和田［2007: 30-31］は，経済成長の

ような究極的な政策目標（アウトカム）の達成ではなく，それを達成するた

めに政府の省庁が生産する財・サービス（アウトプット）を提供する責任を

担い，政府活動が政策目標の実現に向けて努力していることを示す責任を負

うことをアカウンタビリティと呼んでいる。この背景にあるのは，ある機関

が一定の目的に対して責任を担えるのは，その目的を実現するための手段を

当該機関が制御可能（controllable）でなくてはならない，という考え方であ

る。とはいえ，省庁に定められた「アウトプットを達成するための責任」

（accountability for outputs）は，政府が担う「アウトカムに関するより広い責

任」（responsibility for outcomes）の一部である。そのために，政治家である大

臣が選挙を通じて国民から責任を問われること，またアウトカムの達成のた

めの政策提言というアウトプットを省庁が生産することが求められている。

　以上の定義では責任の内容が述べられているが，具体的に政治行政機構で

何が重要なのかがまだ具体化されていない。これについて Gloppen and Rakner

［2002: 31］は，アフリカの税制改革を事例にして，「透明性」（transparency），

「応答可能性」（answerbility），そして「制御可能性」（controllability）の 3つを

アカウンタビリティの要件として指摘している。また Bardhan［2005: 68- 

69］は先行研究を吟味したうえで，「市民が自分たちを代表する政府とそう

でない政府を区別できること」，および，「良くない実績しか出せなかった政

府を交替させられること」を要件にしている。つまり，権力者の決定や行動

がルールや義務に則って行われていることが検証できること，あるいは不当

な権力を行使した為政者を交替させられるような制度があることがアカウン

タビリティの要件として重視されているのである。

　アカウンタビリティには選挙を通じて国民代表を監督する政治的アカウン
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タビリティ，行政官庁の垂直的な内部統制や省庁間の水平的な相互監視によ

る行政的アカウンタビリティ，行政機関が住民に対して直接説明する社会

的・公共的アカウンタビリティがある。民主主義政治体制では，通常は選挙

のある政治家が国民に対して主たるアカウンタビリティを担い，選挙のない

行政府のアカウンタビリティは政治家が国民に代わって行うことになってい

る。このために，経済学者の多くも市場での競争と類似したアカウンタビリ

ティのメカニズムとして選挙を考えてきた。しかし実際には，このような方

法のほかに住民が直接参加する方法や専門家による政策評価（業績測定），

会計検査等が併用される。政策の成果は，これら複数のアカウンタビリティ

の総合的な結果として得られるものである⑴。

2．政府の能力とアカウンタビリティ

　政府の能力を高めるうえで，アカウンタビリティという概念にはどのよう

な意味があるのだろうか。これまでの経済学では，政府活動の決定を民主的

な手続きに委ねることには批判的な立場が多かった。たとえば Nordhaus

［1975］に始まる政治的景気循環の議論では，市民が近視眼的な視点から選

挙という限定された機会で政策を選択してしまうことによって，不必要な経

済変動が発生してしまう可能性を指摘してきた。これに対してアカウンタビ

リティの提唱者は，民主制度のもとで政策決定を行っても最適な政策が実現

するように，政府の側が国民に対して積極的に情報や政策評価の機会を提供

することを求めてきた。「民主制度のもとでの最適な政策決定」がアカウン

タビリティ概念の重要な論点であった。

　この「民主制度のもとでの最適な政策決定」という視点は，開発研究にお

いて政府の役割を論じるうえでも転換を迫るものであった。これまでの開発

研究では，有能な政府の要件として，社会との密接な連携および自立した意

思決定という矛盾した要件が提案されてきた。有効な政策を実施するために

は，政府は民間の効用関数や生産関数，生産要素の賦存量などに関する情報
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をもっていなくてはならず，また，財源には社会からの税収がなくてはなら

ない。このような情報や税に対する社会の協力を得るために，政府が自らの

情報を開示することが民主主義の理念であった。しかし，政府は民間とは独

立して意思決定を行い，社会の長期的な利益を目指して行動することも要請

されている。これは，Bardhan and Udry［1999: 229］が「シュタッケルベル

ク（ゲーム）におけるリーダ－」（Stackelberg Leader）と表現しているもので

ある。民間と政府の相互依存というゲーム的な状況を踏まえたうえで，最初

にイニシアティブを発揮できる存在として，開発途上国の国家は要請されて

いるのである。また，Evans［1992］は「（社会）に埋め込まれた自律性」

（embedded autonomy）という概念で，同じような問題を表現している。

　Bardhan and Udry［1999］や Evans［1992］の議論は政府が社会の協力を

得るための手段をもっている事例をおもな対象にしているから，現実に民主

主義政治が定着している社会の事例では事情が若干異なる。しかし「政府が

説明責任を果たし，国民が政府に協力するという対等な関係を構築すること

で最適な政策を実現する」という課題を民主制度のもとでも実現することが，

アカウンタビリティ概念の目指すものであった。ただし，アカウンタビリテ

ィ概念が意図している状況が成立するかどうかに関しては微妙な問題がある。

もともと説明責任自体，それを保証することには代償がともなうものである

と考えられる。たとえば，専門性が高いために政府機関のなかでも他から相

対的に独立している司法や中央銀行の場合には，説明責任を果たそうとすれ

ば公衆との対話を常に行わなくてはならないので，独立性や業務の専門性も

保証できず，公衆の要求から独立して長期的な国民経済の利益を追求するこ

ともできないからである（竹田［2001: 246-247］）。Evans［1992］も，「埋め

込まれた」という側面だけでは政府は社会の要求に従属するだけの腐敗した

組織に劣化してしまうし，自律性だけでは社会から収奪するだけで何も便益

を提供できない国家に転落してしまう，と述べている。このような政府と社

会のバランスの取れた関係の難しさを踏まえたうえで，アカウンタビリティ

のあり方について考えなくてはならない。
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3．開発途上国のアカウンタビリティ

　開発途上国のアカウンタビリティは先進国のそれとは違った側面をもって

いる。開発途上国では国際機関や国外の投資家といった国外の主体が関与す

る比重が大きく，政府が説明を向ける相手先としても重要である。したがっ

て開発途上国にとっては，アカウンタビリティは自国民に向けた「中へのア

カウンタビリティ」（internal accountability）よりは国外の主体（アクター）に

向けた「外へのアカウンタビリティ」（external accountability）のほうが重要

なのである（Moore and Rakner［2002］）⑵。

　また，開発途上国において民主化が十分ではない状況では，公的機関の説

明責任は国民よりは政府の上層部に向けられることも多い。本来アカウンタ

ビリティは，政府サービスを受ける国民向けの「下へのアカウンタビリテ

ィ」（downward accountability）であるはずだが，実際には公的機関が政府の上

層部に対して負う「上へのアカウンタビリティ」（upward accountability）が優

位になることも多い（Venugopal and Yilmaz［2010］）。ただし，この 2つは必ず

しも対立するものではない。「下へのアカウンタビリティ」は，国民による

政策評価の結果が現実の政府活動に反映されるようにならなくてはならない

から，「下へのアカウンタビリティ」を受けた政治家が，政府機構に対して

説明責任を求める「上へのアカウンタビリティ」が必要だからである。しか

し仮に，中央集権的な政府機構が温存されたまま，新しいガバナンスの方法

として政策評価や成果目標が設定されるようなケースでは，アカウンタビリ

ティは政府の上層部が国家の下部機構を掌握する統制手段にしかならない可

能性もある⑶。

　それでは，開発途上国の行財政システムのなかにアカウンタビリティの制

度を導入していくことは，本当にアカウンタビリティという言葉が想定して

いるような効果をもつのであろうか。一般に，開発途上国では国際社会の関

与が大きいために，形のうえでは先進国と同等の政策や制度が，社会経済の
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発展水準に比較して早い時期に導入される傾向がある。たとえば Harashima 

and Morita［1998: 65］は，後発国において環境政策が実施される早さは経

済成長よりも早くなっている，と主張している。この背景には国際機関の影

響だけでなく，後発国で権威主義的な政権が国民の合意形成を経由すること

なく，温情主義的なやり方で政策を実施してしまうという事例も含まれるか

もしれない。このような傾向を Harashima and Morita［1998: 65］は，環境

政策での「飛躍効果」（leapfrog effect）と呼んでいる。しかし Harashima and 

Morita［1998］は，社会経済条件に比べて進んだ環境政策が採用されたとし

ても，その効果が良好とは限らないことを強調している。アカウンタビリテ

ィのための制度や方法も，飛躍効果の影響を受けて変容していくのかもしれ

ない。たとえば，開発途上国のなかには形式上，選挙権や住民参加が認めら

れている場合であっても，それが国家による国民の動員という側面をもって

いる可能性があるからである。したがって，アカウンタビリティのための制

度が導入されても，それが実際にどのような機能を果たしているかは，開発

途上国社会の文脈のなかで考えなくてはならない。前述の分類から，開発途

上国のアカウンタビリティの類型を考えると表 1のようになる。

　国際機関の関与による「外へのアカウンタビリティ」導入を重視する論者

は，最初表 1の D）にあった国家が直接表 1の A）に向かうのではなく，

表 1　アカウンタビリティの類型と進化

「上へのアカウンタビリティ」
＞「下へのアカウンタビリティ」

「上へのアカウンタビリティ」
＜「下へのアカウンタビリティ」

「外へのアカウン
タビリティ」
＜「中へのアカ
ウンタビリティ」

D）閉鎖的で中央集権的な国家機
構。

A）自国民への責任を重視する発展
した民主主義国家。自主的に政策
を実現していく政府の能力をもつ。

「外へのアカウン
タビリティ」
＞「中へのアカ
ウンタビリティ」

C）国外からの圧力で住民参加や地
方分権などが導入されていく事例。
中央政府の自律が損なわれる可能
性がある。

B）国内では中央集権的であり，国
外からの圧力で，国内政策を実行
していく国家。国内では受け入れ
られない案件を外圧で国内に実行
していく事例。

（出所）筆者作成。
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「外へのアカウンタビリティ」を通じた行財政改革や各種の国際条約を通じ

て，B）や C）を経由して迂回した経路で A）に至ると考えているようであ

る。たとえば，開発途上国では対外債務や開発援助，各種の人権条約などに

関連する国際社会へのアカウンタビリティを通じて，地方分権や腐敗対策が

行われていく。その一環として，国際社会（たとえば IMF）から国の財源を

税に求めるような税制改革が要求されていくことになる。ただし，税制を通

じたアカウンタビリティの確立という道筋は容易ではない。財政の役割には

再分配や公共財の提供なども含まれ，税の負担と個人が得る便益は一般には

対応しないので，新たな税の負担を求めるのは難しいからである。たとえば

Gloppen and Rakner［2002］は，ウガンダ，タンザニア，ザンビアの事例を

検証し，税務担当者の努力はもっぱら現在の納税者に対する徴税努力の増加

に限られ，タックスベースの拡大という政治的に微妙な問題には取り組めて

いないことを報告している。援助側が外国への債務や開発プロジェクトの大

部分の資金を賄っている開発途上国では国内資金動員を求める意義は自明で

はなく，サブサハラ・アフリカでは，税制改革の目的は援助側のコンディシ

ョナリティを達成することであったからである。

4．財政問題とアカウンタビリティ 

　開発研究のなかで財政問題とアカウンタビリティに関する仮説で注目され

ているのは，「税とアカウンタビリティの相互連関」という仮説である（Moore 

and Rakner［2002］）。これは開発途上国の政府が自らの収入を税に依存する

割合が高ければ，政府はより一層，国民に対するアカウンタビリティに注目

するようになる，というものである。この仮説の背景にあるのは，Moore 

and Rakner［2002］のまとめによると

　⑴開発援助側の要請もあって，輸出・輸入に対する課税ではなく，国民全

体が負担する税を活用して財政基盤を確立する必要性に開発途上国政府が直

面していること，
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　⑵国営企業や石油収入に依存してきた社会主義国や産油国も，財政基盤を

税によって確立する必要に迫られていること，

である⑷。

　この「税とアカウンタビリティの相互連関」仮説をテーマにした実証研究

も行われているが，概して，支持するまでには至っていないようである⑸。

この理由はいろいろ考えなくてはならないが，開発途上国ではこの仮説の前

提条件が成立していない，ということもあると思われる。というのは，⑴「税

とアカウンタビリティの相互連関」仮説が成立するためには，国民の大部分

が税を負担するだけの生活水準を享受していること，⑵政府や税制が社会の

「共同の困難」（シュンペーター［1983: 32］）を解決するために形成されてきた

ことが前提となる。しかし，この 2つの前提は開発途上国では必ずしも当て

はまらない。たとえばクズネッツ［1968: 386］は，長期経済成長の国際比

較のなかで，「先進国」と「後進国」の違いのひとつとして，後者では「中

間層」の分配シェアが小さく，農業と大都市の非農業部門のような部門間の

格差が非常に大きいことを指摘している。このことは，国民の大部分が近代

的な所得税や付加価値税を負担できるとはいえないことを意味している。

　また，開発途上国では植民地時代の歴史的条件の拘束のなかで国家が形成

され，「国民」意識や「共同の困難」といったものが国民のなかに共有され

ていない可能性もある。たとえば，Gloppen and Rakner［2002］によれば，

サブサハラ・アフリカの場合，援助側に対するアフリカ国家の「外へのアカ

ウンタビリティ」が「内へのアカウンタビリティ」よりも重視され，税の徴

収機構の効率化や腐敗防止のために，国際援助側は通常の行政機構とは独立

した徴税機構を整備させてきた。このような状況では，国民が税を負担する

代わりに政府が国民に対してその責務が果たされていることを示すという互

恵的な関係が，開発途上国では成立しにくい可能性がある。「税とアカウン

タビリティの相互連関」仮説を論じたMoore and Rakner［2002］が強調し

ているのは，統治者と潜在的な納税者の間での交渉（bargaining）と合意がど

のようなものか，という点である。本来，税は強制的なものであるが，統治
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者と国民の対話を通じて，公平で正統性のある税ならば負担しようという意

思が国民に形成される「半自発的法令遵守」（quasi- voluntary compliance, Moore 

and Rakner［2002: 7］）が税制の定着には重要なのである。

　もちろん，現在の先進国でも，かつては現在の開発途上国と似たような条

件にあったこともあり，低い生活水準と大きな不平等のなかで，税制と民主

主義の確立を実現してきたのであるから，そのメカニズムについて考えなく

てはならない。先に述べたクズネッツ［1968: 196-205］が経済成長と所得

不平等の関係について「経済成長の初期には不平等が拡大し，その後で低下

する」という仮説を唱えたことは大きな反響を呼んだ。このクズネッツ仮説

の枠組みのなかで「税とアカウンタビリティの相互連関」仮説を捉え直して

みると，初期時点では国民の大部分には政府に対する発言機会が乏しく，税

収は土地に対するものや貿易，また物品に課せられるものが多かったと思わ

れる。この段階では政府のアカウンタビリティは高額の納税者だけに限定さ

れている。しかし，近代化の過程で政府が産業発展のインフラ整備や基礎的

教育に関わるようになると，国民生活が政府の活動に依存する部分が大きく

なってくる。やがて経済発展が一定の水準に達すれば，不平等が緩和される

とともに中間層が形成され，また国民の生活水準や教育水準も向上して，参

政権も拡充されていく。政府の活動も個人の生活を支える社会保障機能をも

つようになり，低所得層が政府の現物給付に依存する比重も高まり，アカウ

ンタビリティへの要求もより一層重要になってくる。

　ただ，このような経過を辿るには不平等が最大になり，やがて不平等縮小

局面に移行するまでの期間，社会の対立が激しくならないことが必要である。

この問題について興味深いのは Hirschman［1970, 1973］の「愛着」（loyalty）

と「トンネル効果」（the tunnel effect）の議論である。政府の提供するサービ

スには多かれ少なかれ，私的財と代替できるものがある（たとえば公立学校

と私立学校）。教育普及が進行して低所得層の子どもが公立学校に就学する

ようになると，それだけ公立学校の質が低下し，高所得層の子どもは私立学

校に通うようになる（ハーシュマンの「退出」［exit］）。しかし，高所得階層が
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地域社会に「愛着」をもって住みたいと思えば，公立学校の荒廃は地域生活

環境の悪化に直結していくので，公的な組織やインフラストラクチャーの劣

化の影響から逃れることができないのであれば，自分の子どもが通学してい

ない公教育の改善にも関心をもつかもしれない。Hirschman［1970, 1973］は，

市民が私的な領域にとどまることなく公的な問題に関心をもつ条件として，

市民が自分の住む社会にどの程度の愛着をもっているか，公的な組織や環境

の悪化の負の影響を私的財でどの程度まで代替できるか，の 2つに注目した。

たとえば寺西［1995: 58］は，農民が土地という資産をもっているのであれ

ば，土地の資産価格に関心をもつことになり，資産価格は現在所得だけでな

く将来所得の影響も受けるので，それだけ政治や公的政策にも関心が高まる

と考えている。なぜならば，政策の影響で現在所得が減少すれば都市への移

動で回避できるが，将来所得の影響を回避するには政策そのものに反対しな

くてはならないからである。

　また，経済発展の過程では富裕層と貧困層の対立が激しくなるかもしれな

いから，インフラストラクチャーや所得移転とも関わる税制も社会対立の影

響を受けるかもしれない。仮に，貧困層が自分の将来の経済活動の新しい機

会や生活水準の改善を現時点での事業成功者のなかに認めるのであれば，他

人の事業成功は自分の明るい未来を示すものであると理解され，それだけ現

在の不平等の拡大にも寛容になるかもしれない。このようなメカニズムによ

って社会対立が緩和されることを，Hirschman［1973］は「トンネル効果」

と呼んでいる。このような効果が発揮されるのは，政府が国民の機会均等の

条件を整備することによってであり，基礎教育やさまざまな差別の撤廃に政

府が取り組むことが必要なのである。反対に，国民に対する機会均等が実現

されていない社会，公的組織の劣化が私的な手段で補えるような社会では，

社会の分裂および公的な問題に対する無関心の悪循環に陥ってしまうことに

なる。「税とアカウンタビリティの相互連関」仮説にとって決定的なことは，

Gloppen and Rakner［2002］が指摘しているように，税制が国家と納税者の

間で互恵的な関係を構築できることであり，そのためには，納税者が税の見
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返りとしてサービスやインフラストラクチャーや安全を期待できるようにし

なくてはならない。Gloppen and Rakner［2002: 32］によれば，最もアカウ

ンタビリティに結びつく税制は目に見える形での所得税のようなものであり，

付加価値税は幾分弱く，一般売上税を付加価値税で代替する改革がサブサハ

ラ・アフリカ諸国で行われはしたが，これは広範な国民を税の包摂範囲（tax 

net）に含めることにはならなかった。歴史的にみればサブサハラ・アフリ

カでは直接税は情報の問題，課税可能な所得の把握の問題，インフラストラ

クチャーや政治の影響などによって限定されたもので，その代わり，一次産

品への輸出税等のように容易な税に頼ることになったと Gloppen and Rakner

［2002］は報告している。また Gloppen and Rakner［2002］によれば，サブ

サハラ・アフリカ諸国では，構造調整によって国家が国民に対して社会サー

ビスを提供できる能力は制限されてきた。

　このような社会の格差や多様性は，税制に対してもジレンマを突きつけて

いる。国民の大部分が税を負担する方法は逆進的な消費税しかなく，負担意

識が明確な所得税は，富裕な階層だけを対象としたアカウンタビリティを促

すことになる。本来，税は納税者だけでなく，国民が潜在的な受益者である

公共財や再分配のためのものであり，税のアカウンタビリティは国民全体の

機会均等への政策への期待がともなうものでなければならない。

第 2節　政策評価とアカウンタビリティ

1．政策評価の変遷

　議会や首長は選挙によって代替できるが，国民にとって官僚機構や国家そ

のものは代替できないことがほとんどである。ほかに置き換えできない組織

の行動を改善するためには，その機関とは別の機関に頼る（exit）のではなく，

当該機関に対して直接声を上げるしかない（voice）（Hirschman［1970］）。こ
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のための方法のひとつが政策評価である。それでは，開発途上国の社会に政

策評価や業績測定のような成果主義的な公的機関経営を導入することはアカ

ウンタビリティの改善に役立つのだろうか。この問題を社会学的な視点から

考えた Tillema et al.［2010］の考察をもとに考えることにしたい。

　Tillema et al.［2010］における要点は，「利害関係者」（stakeholder）と「業

績指標を分別する」（to decouple the performance indicators）ことにある。業績

測定の際に説明相手として想定される利害関係者は「財務当局」（funding 

bodies），「専門家集団」（professional people），「立法機関」（statutory board），

「サービス購入者」（purchasers）である。Tillema et al.［2010］は，先進国で

は個人向けのサービス提供が政府活動の大きな部分を占めると考え，専門家

集団を先進国のモデルにだけ適用しているが，開発途上国でも学校教育にお

ける教員集団の役割は無視できないので，開発途上国のケースでも上記の 4

つを想定したほうがよいと思われる。Tillema et al.［2010］では，民主化や

地方分権，住民参加といった行政改革によって公的機関に対する発言権をも

つ利害関係者が増えていくと，公的機関はさまざまな利害関係者へのアカウ

ンタビリティを充たすために，別々の業績指標を分別して提供していくよう

になる。財務当局の権限が非常に強い初期段階においては，業績指標も財務

当局へのアカウンタビリティを充たすために貨幣表示の費用でみた効率が重

視されるが，利害関係者たちの発言権が強まるとともにさまざまな業績指標

が状況に応じて提供されるようになる。これは，事業に必要な費用に関する

評価（インプット）から公的活動の成果（アウトプット）や結果（アウトカム）

に関する評価へと政策評価の焦点が移行していく流れに対応している。しか

し，さまざまな指標は必ずしも組織の運営で重要な情報と対応しているとは

限らず，結局，業績指標も利害関係者を説得して公的機関自身の活動を正当

化するためのレトリックになっていると Tillema et al.［2010］は主張している。

　Tillema et al.［2010］の指摘するような現象は事例研究でも報告されてい

る。たとえば東アジア（台湾，香港，シンガポール）において業績指標（Key 

Performance Indicators: KPI）の利用状況を調査した Taylor［2007］は，成果重
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視の公的機関経営を目指した業績指標も，実際には公的機関の組織的意思決

定と乖離しており，組織内部というよりは国民一般に対して「政府は国民の

ために努力している」という感覚をもたせる象徴としての価値しか認められ

ていないことを報告している。このような問題に対処する方法として Til-

lema et al.［2010］は，公的機関の情報を受け取るさまざまな利害関係者相

互の協力（coalition）によって，業績指標を整合的に組織運営に反映させて

いくことを提案している。その一方で，Tillema et al.［2010］の議論ではさ

まざまな利害関係者間の能力の違いが考慮されていない。たとえば，政府サ

ービスの購入者は組織化されていなかったり，専門的な知識がなかったり，

経済的に貧しかったりするため，政府サービス購入者の組織化や意見の代理

を務める組織がなければ意味のある協力は実現できないように思われる。

2．政策評価と社会指標

　社会指標が開発援助の政策評価に利用される契機になったのが，国際連合

開発計画（United Nations Development Programme: UNDP）の「人間開発指数」

（Human Development Index: HDI）の公表であることは確かである。とくに，

国連の報告書で人間開発指数に関する各国の値と順位が報告されることは，

開発途上国にとっては重要な国外向けアカウンタビリティの機会だといえよ

う。では，HDIをはじめとする社会指標は政策評価，とくに業績測定の視

点から見てどのような意義をもつのだろうか。

　HDIの背景にあるには，発展を「所得や財を使って人が何をすることが

できるか，どのような状態になることができるのか」というアウトカムに焦

点を当てて考える，という「人間開発」の思想であり，成果重視の流れに沿

ったものであると思われる。しかし，UNDPの『人間開発報告書』（Human 

Development Report: HDR）のなかでは HDIの活用方法を明示的に述べた部分

は意外に多くない。たとえば，アカウンタビリティを保障するための社会指

標の整備を論じた『人間開発報告書　2000』は，成果指標（benchmarks）の
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設定によって市民社会と政府の間でどのような速さでの進歩が望ましいかに

関する合意の作成が可能であると述べている（UNDP［2000: 98-100］）。この

報告書では成果指標の設定がアカウンタビリティを保障する手段となりうる

には，目標が特定化され，期限が明確で，結果が検証可能であることが必要

である。また，この報告書によれば，政策の帰結が自分の権利を左右するよ

うな人たちに目標設定に参加してもらう，といった作業も強調されている。

また，このような活動が活発になるために，さまざまなアクターが必要だと

も述べている。しかしながら，目標が設定されただけでは，それを実現する

ための圧力のゆえに，政策当局が市民の望むような方向に結果を改ざんする

ような動機付けをもってしまうことも認めており，たとえば，政策の評価者

と被評価者の分離などが最低限の条件となることがこの報告書では指摘され

ている。

　次に，成果の指標として何を選べばよいのだろうか。たとえば Alkire［2002: 

190-195］は，開発援助委員会（Development Assistance Committee: DAC）の発

展指標に対するコメントとして適切な成果指標の要件を，基礎的であること

（basicness），実行可能であること（feasibility），合意が成立していること（con-

sensus），の 3つにまとめている。基礎的であることとは，指標で示された

項目が広い範囲の人間の能力や生活を改善するのに貢献できることである。

実行可能であることとは，公的部門の提供する財貨によって改善できること

で，さらに国際社会で合意が得られていることが重要になる。HDIやミレ

ニアム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs）に含まれる健康関係

の指標は，医療や生活インフラストラクチャーなど政府の行政能力が関係す

る部分が多いので，アカウンタビリティの手段としては妥当なものであると

考えられる。

　成果指標が定まったうえで，その実績を評価する場合には，その指標の該

当する問題の重要性，指標の改善にともなう困難の度合い，費用の効率性な

どが考慮されなくてはならない。ただし，HDIなどの社会指標には社会指

標向上に要する費用に関する情報が盛り込まれていないので，一定の指標改
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善の価値を評価できない問題がある。たとえば，ある指標の改善にともなう

費用は，その指標の到達水準や発展段階に応じて変化するかもしれない。こ

のような費用の変化をロジスティック曲線を使った簡単な理論モデルで考え

てみることにしよう。

　成果指標として平均寿命を取り上げ，寿命の伸長がロジスティック曲線に

したがっているものと仮定する。Lを平均寿命，Gを政府支出，aと bはプ

ラスの定数とし，eを自然対数の底と考える。HDIでは平均寿命指数は上限

と下限が85歳と25歳に設定されている。計算を簡単にするために上限を85，

下限を 0と仮定し，上限に対する平均寿命の到達度（L / 85）を yとすると，

ロジスティック曲線の関数は以下の［ 1］式のようになる。

　　y L a bG

a bG= =
+

+

+85 1
e
e

 ［ 1］　

この式を Gで微分すると以下のようになる。

　　 d
d
y
G

by y= −( )1  ［ 2］　

　Gの増加に対する yの変化分（微分係数）は，上の［ 2］式のように yの

二次式になるので，y＝0.5で最大になる（ yは 0と 1の間の値）。ロジスティ

ック曲線で政策に対する成果指標の反応を定式化するならば，成果指標の改

善度は，成果指標の到達度（［ 2］式の y）と，目標に照らしてみた時の成果

指標の未達成部分（［ 2］式の1－y）の影響を受けることになる。つまり，成

果指標の同じ0.1だけの改善を得るために必要な政府支出 Gの増加分は，y

が0.5である時と yが0.8である時とでは異なってくることになる。

　ロジスティック曲線は社会現象の数理的解析でよく利用される。たとえば

Bourguignon et al.［2008: 290-291］は，MDGsにおける成果指標の政策変数

に対する反応を数学的に定式化する際に，ロジスティック曲線を使っている。

この背景にあるのは，政策変数の変化にともなう成果指標の改善度が，成果
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指標の水準が低い段階では規模に関して逓増，成果指標が高い水準では規模

に関して逓減するという想定である。たとえば，平均寿命や就学率が非常に

低い状況では，社会インフラストラクチャーの未整備や行政能力の不足によ

って，政府支出を増やしたとしても成果指標の改善は進まないが，一定の発

展水準に達すると政策の学習効果が発揮され，政府支出の増加によって成果

指標の急速な改善も可能になる，という状況が考えられる。他方，成果指標

が理論的に到達可能な上限に近くなると，指標の改善はあまり期待できない

ことになる。このようなプロセスの例として，就学率が高い社会では，就学

していない少数者には特有の問題（たとえば障害やマイノリティ，貧困や遠隔

地）があり，就学の費用が非常に高いものとなっているようなケースが考え

られる。たとえば米村・近田［2007: 67］はメキシコやブラジルの事例をも

とにして，貧困層のなかでも初等教育レベルでの就学率が90％を超えるよう

な状況での教育の完全普及には，その少数者の非就学原因が単なる金銭的な

インセンティヴでは解決できない複雑な問題である可能性が高いことを指摘

している。

　このような状況下でアカウンタビリティの制度を取り入れることには，ど

のような意味があるのだろうか。アカウンタビリティの目的のひとつは，実

際の政策に国民の選好を反映させることである。それは，たとえば政府の目

標に国民の効用関数に関する情報を反映させること，政府の活動のために税

を負担する費用やその代償になる私的な財の機会費用などが政策の決定過程

に反映されることである。この時，どのような成果指標の値が政府の目標に

なるかを考えてみたい。HDIには平均寿命と 1人当たり所得（国民の消費財

獲得範囲）が含まれている。そこで，国民の厚生（H）がロジスティック曲

線に従う指標（y，たとえば平均寿命）とその他の消費財の利用可能量（C）と

の合計で表現できるとする。政府は国民から Gだけの税を徴収して全額を

平均寿命指数 yの改善に使い，国民は総所得Wのなかから政府支出 Gを控

除した額で価格 pの消費財を Cだけ購入すると考える。この時，平均寿命

指数 yと政府支出 Gとの間に［ 1］式のようなロジスティック曲線に従う
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関数関係が想定できると仮定すると，政府が直面する最適化問題は以下のよ

うになる。

最大化すべき国民の厚生水準　H＝ y＋ C

制約条件 1（予算制約）　W＝ G＋ pC

制約条件 2（ロジスティック曲線）　 d
d
y
G

by y= −( )1

ただし，以下ではパラメータ bと p（政府が提供するサービスの価格に対する

私的消費財の相対価格あるいは相対的な貴重さ）が 1より大きいと仮定する。

この時に，国民厚生 Hを最大化できる政府支出 Gが満足する条件を求める

と，Hを Gで微分することによって以下のようになる。

　　 ∂
∂

= − = − − =H
G

y
G p

by y
p

d
d

1 1 1 0( )  ［ 3］　

［ 3］式より，次のような条件が得られる。

　　y y
bp

( )1 1− =  ［ 4］　

　上の［ 4］式をみたす yの値は 2つあるので，小さい方を y＊，大きい方

を y＊＊とすると，成果指標の大きい y＊＊が高い厚生水準に対応しており，そ

ちらが選択の対象となるものと考えられる。このようにして選択される成果

指標の値 y＊＊は，消費財 Cの価格 pが高く，財政支出の効果 bが大きいほど，

より大きな値をとることになる。bは 1単位の成果指標の改善に必要な財政

的直接費用の逆数であり，消費財と政府サービスとの相対価格 pは機会費用

を表現している。したがって，bと pという 2つの変数の情報があってはじ

めて HDIのような社会指標を政策評価に利用できることになる。

　成果指標に採用されているさまざまな社会指標改善のための直接費用，あ
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るいは機会費用の情報を実際に得るのは非常に困難である。そのため，実際

に政策評価を行う際には，成果指標がこれまでと比較してどの程度改善した

か（あるいは過去の指標成長率）を指標として評価することになるかもしれな

い。たとえば UNDP［2003］は，MDGsの達成可能性を評価する際に，成

果指標の過去の平均成長率を将来に延長して，期限までの目標の達成可能性

を評価している。また，HDIを考案したハク自身は，HDIを援助配分の基

準にすることには慎重でなくてはならないとの注意をしたうえで，著書のな

かで「おそらく，HDIは低いがそれを改善しなければならない，という決

意をもって努力している国に対して援助を行うのが，最善の選択であろう」

（ハク［1997: 73］）との見解を表明している。しかしながら，成果指標がロジ

スティック曲線のような非線型の形になっている場合では，政策変数 Gに

対する成果指標 yの成長率は逓減していくことになるから（佐和［1979: 171］），

成果指標の達成水準が低い段階での指標の成長率を単に延長して将来の見通

しを立てるような場合には，将来の成果指標改善度の逓減が考慮されないた

め，目標達成の総費用を過少に見積もってしまう可能性があることになる。

また，成果指標がロジスティック曲線に従って変化する場合において，成果

指標の成長率が一番高くなるのは成果指標が目標の半分の値を取る時である。

この局面では，成果指標の成長率が一番高く，また成果の半分を達成できた

という意味では政策当局の面目を維持できる。その一方で，到達目標の半分

しか達成できていないため，残り半分を達成するという理由によって予算や

開発援助を受けることもできるから，政策当局にとっては非常に都合のよい

局面となる。

　ここで問題となるのは，政策当局も社会も，残りの未達成部分の完遂に関

心をもつのか否か，ということである。たとえば，初等教育の完全普及が政

策目標にとどまるのかどうかである。一般に，成果指標が一定の水準に達し

た局面では基礎的な社会サービスはすでに国民に対して提供されているもの

と考えられる。この時期には，いまだ標準的なサービスさえ享受できずに取

り残された人々が存在する一方で，基礎的なサービスを享受している国民の
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間では質の向上への要求が顕在化してくるかもしれない。このような局面に

おいて，仮に政府が，Hirschman［1970: 62-75］が論じたように「さまざま

な国民各層からの反発を最小にする」という行動様式を採用するならば，多

様化する国民のどの要求にも応えようとするだろう。成果指標が就学率のよ

うな場合には，すでに恩恵を享受している人が過半数になると，さらに政策

の推進を必要としている人が相対的に少数派になりかねない。政策当局は，

今後は成果の顕著な改善が期待できない分野よりは，相対的に大きな改善度

が容易に得られるほかの成果指標に関する領域に政策努力を移してしまうか

もしれない。成果指標が一定の水準に達した後でも，残された問題に向けて

かなりの予算や組織を投入している，という理由で政府が批判を招くことに

なりかねないからである。目標が政策当局と社会の合意によって設定される

以上，そのような形で決定される政策目標でも，社会における問題の一部が

反映されなくなってしまうことになる。

　このような問題を考えるために，成果指標の目標値が社会の多数派の利益

になるように選択されるケースについて考えてみよう。成果指標 yが就学率

や識字率，あるいは「安全な水にアクセス可能な人口」の比率などの場合に

は，成果指標の値は受益者の人口比率となる。

　yの最小値を yminとすれば，この値は Gがゼロの時に対応するものであ

るから，以下の式で与えられる。

　　y y
a

a=
+

=e
e1

min ［ 5］

この［ 5］式の値は過半数を意味する0.5より小さいから，上式中のパラメ

ータ aは負の値を取らなくてはならない。学校やインフラストラクチャーへ

のアクセスがすでに容易である人（たとえば都市部住民や富裕層など）は，低

い yを目標にしても十分に満足できるだろう。反対に，まだアクセスが容易

ではない人（貧困層や首都圏から離れた地域の住民）は高い yを求めるものと

考えられる。最終的には人口の過半数が受益者となるような値 ymed（ただ
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し ymedは yminと 1の間の値をとると仮定する）が選択されると思われる。前

述のとおり，この値は財政支出の有効性 bや私的な消費財の相対価格 pなど

のさまざまな要因の影響を受ける。ただ，yの値が0.5である時に成果指標の

改善率が最大になるので，この時点で国民の半数が受益者になっているから，

前記の ymedも0.5から大きく離れた値をとることはないものと考えられる。

　次に，社会が望む成果指標の目標値を政策当局が受け入れる条件を考える

ために，以下では Persson et al.［1997］の定式化を参考にして，政策当局の

目的関数について考察してみたい。いま，指標の改善のために税（T）が投

入され，そのうち一部（ xを流用比率とすると xは 0と 1の間の値をとる）が

政策当局に流用されるケースを考える。税と政府支出の間には，以下のよう

な関係がある。

　　G＝ T（1－x） ［ 6］　

これにしたがって，成果指標の改善を示す式も以下のように変化する。

　　 d
d
y
T

b x y y= − −( ) ( )1 1  ［ 7］　

　市民は過去の経験から，政府支出によって得られる成果指標の改善度を J

（一定で低下しない）であると期待しているとする。実際の成果指標の変化に

要する費用を観察している政策当局と市民との間には情報のギャップが存在

するため，この時点で市民の期待と政策当局との間で不一致が生じる可能性

がある。市民は一定の指標改善度 Jを望み，それ以上の成果の改善を達成で

きない組織を廃止すると考えると，当局は Jに見合った努力を投入すること

になり，税収の流用比率も 1より小さい値となる。この時の当局の流用比率

を x＊とする。Persson et al.［1997］の議論によれば，ある程度の（税収の流

用という形での）報酬を政策当局に国民が許容しないのであれば，政策当局

は自己の組織の存続に関心をもたなくなり，むしろ，税収をすべて流用して
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しまって成果指標の値が最低になってしまいかねない。そこで，政策当局の

効用関数を v（x）とすると，全部流用した時の効用 v（1）と，一定の努力を

して組織の存続を選んだ時の効用が等しくなっている必要がある。

　上記のような条件は，組織存続が政策当局に対してもつ価値を dとすれば，

以下の［ 8］式のように表現できる

　　v（1）＝ v（x＊）＋ d ［ 8］　

ここで x＊は，次の［ 9］式で与えられる。

　　x J
by y

*
( )

= −
−

1
1

 ［ 9］　

　政策当局の効用関数が対数の形をとると仮定すれば，この［ 9］式で与え

られる条件は以下のようになる。

　　ln( ) ln( *) ln(
( )

)1 0 1
1

= = + = −
−

+x d J
by y

d ［10］　

［10］式を変形して，次の式を得る。

　　J＝ by（1－y）（1－e-d） ［11］　

［11］式より最適流用比率 x＊は e-dとなる。dが与えられ，市民と政府が事

前に Jで合意することにより，政策当局が G，T，および xの値を決定する。

市民が一定の指標改善率を望むためには，ある程度の規模の税負担を受け入

れるだけでなく，政策当局に対して一定の報酬を与えることを受け入れる必

要がある。

　財政支出 Gに対する指標改善度の変化は指標の水準に応じて変化してい

くが，社会が過去の経験から財政支出の成果が常に大きいと期待してしまう
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と，現実の指標改善度と期待のギャップによって，政策当局に対して過大な

反発を招くことになるかもしれない。また，前述のロジスティック曲線の場

合では，指標が目標に至る中間値である0.5の値をとる時に改善度が最大に

なるので，この値を超えた時点で当該指標の示す問題への国民の関心が希薄

になりはじめ，問題が完全に解決しないまま新たな目標に政策評価の関心が

移ってしまうかもしれない。目標の半分が達成された時点ですでに基礎的サ

ービスを享受できている人たちにとっては，まだ基礎的サービスを受けるこ

とができていない人に向けた政策よりは，自分たちが求めるより質の高いサ

ービスのほうが重要だからである。そのようなケースでは，政策の恩恵を受

けた層と恩恵を受けられなかった層の対立が深刻になり，それ以上の政府サ

ービスの完全普及を求めるか否かに関する意見によって社会が分裂してしま

い，政策評価がその後の政策決定過程を改善することに十分に貢献できない

可能性がある。

　このようなプロセスによって，はたして政策評価は政府に対する国民の信

頼を得ることができるだろうか。目に見えない政策の成果を目に見えるよう

にするために「成果指標」や「政策目標」は設定されるが，それが政府と社

会の間の葛藤を緩和できるか否かについては自明ではない。成果指標の変化

過程に非線型的傾向があるならば，指標の改善に必要な費用やほかの指標と

比較した場合の当該指標の相対的な重要性が指標の水準に応じて変化してし

まうので，その意味について政府と社会の間で慎重に検討されなくてはなら

ない。成果指標の到達度，目標に比較した未達成部分，成果指標の改善率の

どれに注目するかによって，政策の進め方に違いが出てくるからである。

第 3節　アカウンタビリティ指標のあり方について―指標化
の問題点―

　アカウンタビリティの内容は複雑であり，そのための制度や方法も多様で
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あるために，これをひとつの指標で代表することはできず，複数の指標をま

とめて総合判断を行うほかに良い手段がない。ただし，アカウンタビリティ

のさまざまな指標（aj）をどのように集計して総合的な指標 Aにするのか，

という問題については意外に考察されていないようである。

　ひとつのケースは，さまざまな要素が相互に補完的であって，どれかひと

つの要因が不十分であっても国家全体のアカウンタビリティが大きく損なわ

れてしまうかもしれない，というものである。これは，「アカウンタビリテ

ィA」という一種の公共財生産の技術が A＝ min ［a1，a2，…，aj，…，an］

という形をとる可能性があるという仮説を示唆している。これはジャヤラマ

ン／カンブール［1999: 194-198］の「弱いリンク」（weakest link）のケース

に相当するものであると考えられる。アカウンタビリティの場合には，制度

的枠組み（たとえば女性や障害者，マイノリティなどの参政権が保障されている

か），個人が自分の意見を表明する能力をもっているか（個人の能力の次元で，

たとえば女子が情報を理解できるような識字能力をもっているか），そして制度

と個人の間に自由で寛容な市民社会が形成されているか，という 3つの次元

のうちの最低限の指標が制約となる可能性がある。また，制度のなかにはあ

るものがほかの前提条件になる，というケースも考えられる。たとえば女性

やマイノリティの参政権が求められていない状況では，地方分権化のような

さまざまな試みも意味をもたないかもしれない。この場合には，最初に最も

基礎的な条件である a1の大きさでアカウンタビリティ指標が規定され，a1が

ある程度の水準に達した時点で 2番目に重要な a2の大きさがアカウンタビ

リティ指標に反映される，という「辞書式選好順序」で表現できることにな

る。これらの場合には，「前提条件→副次的条件」という発展段階の経路，

あるいは，すべての要素が均等に向上する，という経路でアカウンタビリテ

ィが向上していくことになる。しかしながら，実際には，地方政府の人材の

不足を中央政府で補う，政府の人材不足を NGOが補う，といった形で代替

できる部分もあるから，アカウンタビリティ促進の政策も柔軟にさまざまな

経路で実現できるのかもしれない。
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表 2　アカウンタビリティ関連指標

国名 Civil Politics Press FL Vote

アルバニア 5 4 56 98.3 1920
アルジェリア 5 6 74 60.1 1962
アンゴラ 6 6 80 54.2 1975
アルゼンチン 2 1 33 97.2 1947
アルメニア 4 4 59 99.2 1921
バングラデシュ 4 3 60 40.8 1972
ベナン 2 2 30 23.3 1956
ボリビア 3 1 22 80.7 1952
ボツワナ 2 2 27 81.8 1965
ブラジル 3 3 31 88.8 1934
ブルガリア 3 2 26 97.7 1944
ブルキナファソ 4 4 39 16.6 1958
ブルンジ 6 6 80 52.5 1961
カンボジア 6 6 61 64.1 1955
カメルーン 6 7 71 59.8 1946
中央アフリカ 4 3 61 33.5 1986
チャド 5 6 72 12.8 1958
チリ 2 2 27 95.6 1949
中国 6 7 80 86.5 1949
コロンビア 4 4 60 92.9 1954
コンゴ民主共和国 6 7 83 54.1 1967
コンゴ共和国 4 6 71 79 1963
コスタリカ 2 1 16 95.1 1949
コートジボワール 5 6 77 38.6 1952
クロアチア 3 2 50 97.1 1945
キューバ 7 7 94 99.8 1934
エクアドル 3 3 40 89.7 1967
エジプト 5 6 69 59.4 1956
エチオピア 5 5 64 22.8 1955
ガボン 4 5 55 79.7 1956
ガンビア 5 7 70 49.9 1960
ガーナ 3 2 55 49.8 1954
グアテマラ 4 3 49 63.3 1946
ギニア 5 6 71 18.1 1958
ハンガリー 2 1 28 99 1918
インド 3 2 42 47.8 1950
インドネシア 4 3 47 86.8 1945
イラン 6 6 72 76.8 1963
ジャマイカ 2 2 11 85.9 1944
ヨルダン 4 4 60 87 1974
カザフスタン 5 6 70 99.3 1993
ケニア 5 6 70 70.2 1963
ラオス 6 7 69 60.9 1958
レソト 4 4 52 90.3 1965
マダガスカル 4 2 32 65.3 1959
マラウイ 3 3 52 54 1961
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国名 Civil Politics Press FL Vote
マレーシア 5 5 70 85.4 1957
マリ 3 2 22 15.9 1956
モーリシャス 2 1 17 80.5 1956
モーリタニア 5 6 67 43.4 1961
メキシコ 3 2 46 90.2 1947
モンゴル 3 2 28 97.5 1924
モロッコ 4 5 53 39.6 1963
モザンビーク 4 3 48 25 1975
ミャンマー 7 7 100 86.4 1935
ナミビア 3 2 34 83.5 1989
ネパール 4 3 57 34.9 1951
ニカラグア 3 3 40 76.6 1955
ニジェール 4 4 62 15.1 1948
ナイジェリア 4 4 55 60.1 1958
パキスタン 5 6 57 35.4 1947
パラグアイ 3 4 51 92.7 1961
フィリピン 3 2 30 93.6 1937
ペルー 3 3 54 82.5 1955
ポーランド 2 1 19 99 1918
ルワンダ 6 7 72 59.8 1961
ルーマニア 2 2 44 96.3 1946
セネガル 4 3 34 29.2 1945
シエラレオネ 5 4 75 24.2 1961
ロシア 5 5 60 99.2 1918
南アフリカ 2 1 23 80.9 1994
スリランカ 4 3 74 89.1 1931
シリア 7 7 71 73.6 1953
タンザニア 4 4 49 62.2 1959
タイ 3 2 29 90.5 1932
トリニダード・トバゴ 2 2 28 97.8 1946
チュニジア 5 6 74 65.3 1959
トルコ 5 4 58 79.6 1930
ウガンダ 5 6 40 57.7 1962
ウルグアイ 1 1 30 97.3 1932
ベネズエラ 5 3 34 92.7 1946
ベトナム 6 7 80 86.9 1946
イエメン 6 5 69 34.7 1967
ザンビア 4 5 62 59.8 1962

（出所）女性成人識字率は UNDP［2007］。政治的権利，報道の自由，市民的自由，女性に投票権
が付与された年は国連開発計画［2002］。

（注）変数名は，Civil：市民的自由（2000年），Politics：政治的権利（2000年），Press：報道の自
由（2000年），FL：女性成人識字率（1995-2005年），Vote：女性に投票権が付与された年。ポ
ーランドとハンガリーの識字率は UNDP［2007］のジェンダー開発指数の計算にならって99.0
とした。
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　表 2は，いくつかのアカウンタビリティに関係する指標を示したものであ

る。アカウンタビリティについて，制度の次元，個人の能力の次元，市民社

会の次元で考え，また，インフォーマル部門と関連が深く，相対的に不利な

状況にある女性の能力や機会について取り上げてみた。これらの指標の相関

係数をみると，表 3のように，あまり大きなものではない。たとえばフリー

ダムハウスによる市民的自由，政治的権利，報道の自由の指標のなかでの相

関は大きいが，女性の選挙権が実現した年との相関は小さい。また権利や自

由の指標と社会指標の相関も大きくない。たとえば，キューバ，中国，スリ

ランカといった国では識字率の実績は良好で女性の選挙権も早い時期に実現

しているが，人権や市民的自由の指標は低いものになっている。それは，こ

れらの国では温情主義的な社会政策が行われたり体制を支持する手段として

教育が使われたりする可能性があるかもしれないからである。アカウンタビ

リティも政策を有効に実現していく手段のひとつであるならば，最終的なア

ウトカムの指標だけをみていけば十分であるとの見方もある。それでもまだ

アカウンタビリティの指標が求められるとすれば，それは結局のところ，ア

カウンタビリティが「国民主権」とか「民主主義」といった固有価値をもつ

ものと不可分であり，それ自体を目的とする価値があるからである。

　次に，財政支出の配分に国民の選好が反映されているのかどうか確認する

ために，女性の初等教育への支出とアカウンタビリティ指標との対応をみて

みたい。表 4は UNDP［1991］にしたがい，「人間開発支出」（足立［2006: 

表 3　アカウンタビリティ関連指標の相関係数

市民的
自由

政治的
権利

報道の
自由

女性成人
識字率

女性に投票権が
付与された年

列 1 列 2 列 3 列 4 列 5
列 1 　　　 1
列 2 0.904217 　　　 1
列 3 0.853615 0.865996 　　　 1
列 4 -0.27101 -0.27012 -0.24992 　　　 1
列 5 0.123971 0.192435 0.171135 -0.38609 　　　 1

（出所）表 2の資料より筆者作成。
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表 4　教育支出とアカウンタビリティ関連指標

国名 ⑴
FL

⑵
E_GDP

⑶
PE

⑷
F_MR

⑸
DIVFGDP Vote Civil Politics Press

ウルグアイ 98 2.5 39.2 1.01 0.005 1932 1 1 30
アルゼンチン 96.6 4.6 43.3 1 0.010 1947 2 1 33
キューバ 96.3 8.5 39.4 0.99 0.017 1934 7 7 94
コスタリカ 95.4 4.7 50.1 1.02 0.012 1949 2 1 16
チリ 95.2 3.9 51.2 0.99 0.010 1949 2 2 27
フィリピン 94.6 3.2 60.6 1.02 0.010 1937 3 2 30
タイ 93.2 5 42.3 0.97 0.010 1932 3 2 29
パナマ 91.5 4.3 40.8 1 0.009 1946 2 1 30
パラグアイ 91.5 4.7 53.9 1.01 0.013 1961 3 4 51
コロンビア 91.2 4.4 47 0.99 0.010 1954 4 4 60
メキシコ 88.7 5.1 48.6 1.01 0.012 1947 3 2 46
エクアドル 88.7 1 45.3 1.01 0.002 1967 3 3 40
ブラジル 84.5 4 38.7 1.02 0.008 1934 3 3 31
南アフリカ 83.9 5.7 47.2 1.01 0.014 1994 2 1 23
ヨルダン 82.6 4.6 51.7 1.01 0.012 1974 4 4 60
マレーシア 82 7.9 28.1 1 0.011 1957 5 5 70
インドネシア 80.5 1.3 37.8 0.99 0.002 1945 4 3 47
モーリシャス 80.3 3.3 32 1 0.005 1956 2 1 17
ナミビア 79.7 7.9 59 1.06 0.024 1989 3 2 34
ボツワナ 78.2 2.1 53.2 1.04 0.006 1965 2 2 27
ボリビア 77.8 6 38.1 1 0.011 1952 3 1 22
スワジランド 77.3 5.5 37.7 1.01 0.010 1968 5 6 77
トルコ 75 3.7 37.8 0.93 0.007 1930 5 4 58
イラン 67.4 5 26.8 0.98 0.007 1963 6 6 72
チュニジア 57.9 6.8 33.3 0.99 0.011 1959 5 6 74
マダガスカル 57.8 2.5 48 1.01 0.006 1959 4 2 32
ルワンダ 56.8 2.8 48.7 1.03 0.007 1961 6 7 72
インド 43.5 4.1 38.4 0.83 0.007 1950 3 2 42
コートジボワール 35.7 4.6 42.4 0.74 0.008 1952 5 6 77
モロッコ 34 5.1 48 0.93 0.012 1963 4 5 53
モーリタニア 31 3.6 54.5 0.96 0.010 1961 5 6 67
ラオス 30.2 3.2 46.9 0.92 0.007 1958 6 7 69
バングラデシュ 28.6 2.3 45.1 1.02 0.005 1972 4 3 60
ベナン 22.6 3.3 57.4 0.69 0.008 1956 2 2 30
ネパール 21.7 3.4 59.2 0.88 0.009 1951 4 3 57
カンボジア 19.9 2 75.5 0.93 0.007 1955 6 6 61

（出所）⑵⑶⑷⑸は，国連開発計画［2004］。女性識字率は UNDP［2000］。市民的自由，政治的
権利，報道の自由は国連開発計画［2002］。

（注）変数名は，⑴FL：女性識字率（1998年，15歳以上），⑵E_GDPは教育支出 /GDP（1999-2001
年），⑶PEは公的教育支出に対する初等教育の比率（1999-2001年），⑷F_MRは純就学率の男
性に対する女性の割合（2000/01年），⑸DIVFGDPは GDPに対する公的教育費の女性への分配
分（⑵×⑶×（⑷/（1＋⑷）で計算），Voteは女性が投票権を得た年，Civilは市民的自由（2000
年），Politicsは政治的権利（2000年），Pressは報道の自由（2000年）。
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14-21］参照）の考え方にもとづき，女性の公的初等教育への支出の対 GDP

比とアカウンタビリティ関連指標との相関をみたものである。村松［2005: 

47］は「ジェンダー予算」の方法を紹介し，教育支出の女性への帰着を初等

教育支出の全就学者に占める女児就学者比率を掛けたもので評価している。

そこで，ここでも，（GDPに占める公教育費の割合）×（教育費に占める初等教

育支出の割合）×（全就学者に占める女児就学者の割合）で女性への帰着分を

評価してみた。表 5をみると，女性の識字率との相関はプラスであり，女性

の教育水準が高いほど，より一層教育へのニーズが高くなっているようであ

る。また，女性の投票権の実現が遅い新興民主主義国ほど分配率が高いが，

これには，発展水準に比較して教育費が高いことが影響している。他方，フ

リーダムハウス指標との相関は小さい。理由としては，国民を体制に統合し

ていく手段という側面が教育にはあること，人権や報道の自由には少数者の

権利擁護の面で果たす役割が大きく，国民の大多数に関わる教育費の配分に

はあまり関係しないことが考えられる。表 5によると，女性の公的初等教育

表 5　GDPに対する公的教育費の女性への分配分との相関係数と分散

DIVFGDP
女性識字率
15歳以上
（1998）

女性が投票
権を得た年

市民的自由
（2000）

政治的権利
（2000）

報道の自由
（2000）

列 1 列 2 列 3 列 4 列 5 列 6
列 1 1
列 2 0.2185 1
列 3 0.2813 -0.2358 1
列 4 0.0358 -0.4152 0.02474 1
列 5 0.0238 -0.4196 0.08183 0.920506 1
列 6 0.0706 -0.3647 0.05524 0.898163 0.92396 1

GDPに対する公的教
育費の女性への分配分
の対数

Ln（教育支
出 /GDP）

教育費初等教
育シェア対数

Ln（女子就学者の
シェア）

分散 0.212 0.218 0.047 0.002

（出所）表 4より筆者作成。
（注）Lnは自然対数。
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への配分のなかで一番変動の大きいものは GDPに対する公的教育費であり，

これには経済全体の変動などの政府には完全制御が可能ではない要因が関わ

っている。

　次にアカウンタビリティと税収の関係を取り上げたい。アカウンタビリテ

ィは制度（たとえば女性の投票権），個人の能力（たとえば女性の識字率），そ

の間に開かれた市民社会があること（たとえば報道の自由）によって決まる

と考え，それが経済規模に比較して税収規模を拡大するかどうかについて分

析してみよう。ここで女性の投票権や識字率を取り上げたのは，女性は相対

的に社会的弱者であり，インフォーマル部門に就業することも多いので，そ

の人たちが政治や社会への参加機会をどの程度まで認められているかが民主

主義の達成度を示すと考えるからである。『世界開発指標（World Development 

Indicators: WDI）2009』（World Bank［2009］）から GDPに対する税収比率が比

較的継続して得られる国について，上記のアカウンタビリティ指標や購買力

平価表示の 1人当たり GNIを示したものが表 6である。GDPに対する税収

比率を被説明変数，アカウンタビリティ指標と 1人当たり GNIを説明変数

として回帰分析を行ったところ，アカウンタビリティ指標の係数の有意性や

符号について満足のいく結果は得られなかった。これは 3つのアカウンタビ

リティ指標に相関があるためだと考えられ，計量ソフト Eviewsを利用して

主成分分析を行ってみた。表 7をみると，第 1主成分は変数の係数の符号か

ら「アカウンタビリティ（の悪さ）」の指標との意味付けができる。これに

対し，第 2主成分は識字率と報道の自由（の悪さ）にはプラスの，また女性

投票権の実現年の遅さにはマイナスの係数がかかっているため，「国民が国

家にどのくらい動員されているか」を示す指標という意味を与えることがで

きよう。

　次に，アカウンタビリティ指標と税収との関係，およびアカウンタビリテ

ィ指標の主成分と税収との関係をみるために，2007年の税収の対 GDP比に

関する回帰分析を行った結果が表 8である。この表によれば，購買力平価表

示の 1人当たり GNIはプラスで有意の係数が得られた。他方，第 1主成分
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表 7　アカウンタビリティ関連指標の主成分分析

固有値
主成分番号 固有値 差 比率 累積値 累積寄与率

1  1.524568  0.731507 0.5082 1.524568 0.5082
2  0.793060  0.110688 0.2644 2.317628 0.7725
3  0.682372 ― 0.2275 3.000000 1.0000

固有ベクトル
変数 PC 1 PC 2 PC 3

FLITERACY -0.588175  0.487171  0.645534
PRESS  0.534720  0.833096 -0.141512
VOTEF  0.606733 -0.261946  0.750506

相関係数
FLITERACY PRESS VOTEF

FLITERACY  1.000000
PRESS -0.219954  1.000000
VOTEF -0.314675  0.249080 1.000000

（出所）表 6の資料から筆者が統計ソフト Eviewsを使って計算した。固有ベクトルの係数をウェ
イトにして個々の変数を加重集計したものが主成分である。

表 8　回帰分析の結果

標本規模　42
回帰式　TAX_GDP07＝C⑴＋ C⑵×PPPGNIPC07＋C⑶×PC1＋ C⑷×PC2

変数の係数 係数推定値 標準偏差 t値 確率
C⑴  12.99239 1.818324  7.145254 0.0000
C⑵  0.000600 0.000231  2.600901 0.0132
C⑶  0.566845 0.969509  0.584673 0.5622
C⑷ -1.908130 1.034909 -1.843767 0.0730

決定係数（R-squared）　0.217890
自由度修正決定係数（Adjusted R-squared）　0.156144

回帰式
TAX_GDP07＝C⑴＋C⑵×PPPGNIPC07＋C⑶×FLITERACY＋C⑷×VOTEF＋C⑸×PRESS

変数の係数 係数推定値 標準偏差 t値 確率
C⑴ -163.8101 120.9399 -1.354475 0.1838
C⑵  0.000505 0.000253  1.992116 0.0538
C⑶ -0.014714 0.055421 -0.265492 0.7921
C⑷  0.093227 0.061790  1.508771 0.1398
C⑸ -0.074235 0.046886 -1.583331 0.1219

決定係数　0.235373　　自由度修正決定係数　0.152710
（出所）表 6， 7の資料から筆者が Eviewsで OLSで求めた。
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は有意ではなく，第 2主成分は負の係数を得た。「国民動員型」の国家は社

会主義国を典型とするもので，国家と市民社会が分離していないため，両者

の分離を前提にした税ではなく，国有企業のような別の方法で政府財政が維

持されている傾向をもつものと考えられる。

　また，今回の指標では「税とアカウンタビリティの相互連関」仮説を検証

するには至らなかった。この理由にはさまざまなものが考えられよう。

Gloppen and Rakner［2002: 38-39］は，税収以外の政府収入のなかでも資源

からの収入と外国からの援助とではかなり性格が異なり，援助には「外部へ

のアカウンタビリティ」を高めるための直接・間接のコンディショナリティ

が付与されていることから，国内へのアカウンタビリティが十分でなくても

税収が確保できる可能性があることを指摘しており，それが得られた結果に

影響を与えているのではないか。また，被説明変数に税収総額を採用してい

るため，税の種類が変わればアカウンタビリティの効果も異なるものとなる

可能性がある点も関係しているのかもしれない。たとえば Hansohm et al. 

［2002: 59-61］は，ムーア（Mick Moore）の仮説をもとにしたケーススタデ

ィであるが，そこでは国家が自らの収入を努力して稼ぐという条件（稼得的

な性質：earnedness）が税の種類によって違うことが重要な役割を果たして

いる。ムーアの分類によれば，「稼得的な性質」に応じて国家の収入を分類

すると，一番低いものが外国からの援助であり，次に税以外の収入や財・サ

ービスに対する課税，そして「稼得的な性質」が最も強いのが所得税や利潤

税，キャピタル・ゲインに対する課税，社会保障への拠出金であるとされて

いる。そして，「稼得的な性質」の強い税の比重が高い国家ほどアカウンタ

ビリティへの配慮も大きくなる⑹。

　最後に，政府支出に対するアカウンタビリティ指標の効果をみるために，

妊産婦死亡率に対する医療支出とアカウンタビリティ指標の関係をみたもの

が表 9である。表 9は，妊産婦死亡率，医療支出，アカウンタビリティ指標

の内容を示している。変数の相関を除去するために，第 1，第 2主成分をみ

たものが表10である。表10の主成分についてみてみると，第 1主成分（PC1）
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に関して女性の識字率（FLITERACY）には負の係数，女性投票権実現年（VOTEF）

（の遅さ）および報道の自由（PRESS2000）（の悪さ）には正の係数が与えられ

ていることから，「社会発展水準（の低さ）」を示しているものと解釈できる。

これに対して第 2主成分（PC2）は，報道の自由（の悪さ）に正の係数，女

性投票権実現年（の遅さ）には負の係数が与えられ，女性の識字率には（非

常に小さな）正の係数が与えられている。報道の自由が保障されていない社

会では，国民動員の手段として早い時期に女性の参政権が制度上は認められ

ることがあるため，この第 2主成分は「政治体制の国民動員力」の指標と解

釈できる。表10の相関係数に示されているように，報道の自由や女性の投票

権実現年が女性の識字率とは負の相関を示していることが，第 1，第 2主成

分のなかで，女性の識字率が特異な位置を占めていることの原因となってい

るものと考えられる。「社会・経済的変数とは異なり，政治的，市民的自由

の程度は， 1本のペンや 1発の銃弾によって急激に変化しうる」とダスグプ

タ［2007: 77］は述べている。識字率のような社会指標の改善が長年の努力

表10　主成分分析の結果

固有値
主成分番号 固有値 差 比率 累積値 累積寄与率

1 1.450017 0.519102 0.4833 1.450017 0.4833
2 0.930915 0.311847 0.3103 2.380932 0.7936
3 0.619068 ― 0.2064 3.000000 1.0000

固有ベクトル
変数 PC 1  PC 2  PC 3  

FLITERACY -0.674891  0.088701 0.732567
VOTEF  0.600165 -0.511614 0.614860

PRESS2000  0.429330  0.854625 0.292049
相関係数

FLITERACY VOTEF PRESS2000
FLITERACY  1.000000

VOTEF -0.350724 1.000000
PRESS2000 -0.217128 0.077758 1.000000

（出所）表 9から筆者が Eviewsで求めた。固有ベクトルの係数をウェイトにして変数を加重集計
したものが主成分である。
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の蓄積として実現するのに対し，政治的，市民的自由の指標は不連続で急激

な変化を示すことが表 9の結果に示されている。その一方で，第 2主成分の

なかで女性識字率の係数が小さい値をとっていることから，女性の教育水準

の向上は既成の政治体制を擁護する効果だけでなく，既存の社会秩序を変革

させる効果をもあわせもつことが示唆されているのではないだろうか。

　表11は妊産婦死亡率に関して 1人当たり医療支出，アカウンタビリティ指

標，およびアカウンタビリティ指標の主成分で回帰分析を行った結果を示し

たものである。政府の公的医療支出の利用が望ましいが，統計指標の利用可

能性から，ここでは 1人当たり医療支出を利用した。アカウンタビリティ

（の悪さ）の指標は有意となっており，アカウンタビリティの改善は医療支

出のアウトカムへの効果を向上させているようである。このことから，歳出

の効果の改善にアカウンタビリティは貢献可能であると考えられる。比較の

表11　回帰分析の結果

標本規模　80
回帰式　MM2005＝C⑴＋C⑵×HE2004＋C⑶×PC1＋C⑷×PC2

変数の係数 係数推定値 標準偏差 t値 確率
C⑴  572.9768 56.74255  10.09783 0.0000
C⑵ -0.435462 0.159494 -2.730272 0.0079
C⑶  200.6778 37.05655  5.415446 0.0000
C⑷ -15.34367 38.71807 -0.396292 0.6930

決定係数　0.513144
自由度修正決定係数　0.493926

回帰式
MM2005＝C⑴＋C⑵×HE2004＋C⑶×FLITERACY＋C⑷×VOTEF＋C⑸×PRESS2000

変数の係数 係数推定値 標準偏差 t値 確率
C⑴ -3402.499 4790.381 -0.710277 0.4797
C⑵ -0.258069 0.154920 -1.665820 0.0999
C⑶ -10.55204 1.672902 -6.307628 0.0000
C⑷  2.319473 2.434017  0.952940 0.3437
C⑸  2.137003 1.873493  1.140652 0.2576

決定係数　0.589389　　自由度修正決定係数　0.567490
（出所）表 9，10の資料から筆者が Eviewsで OLSによる回帰分析で求めた。
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ため，妊産婦死亡率に対する医療支出，女子の識字率，女性の投票権実現年

（の遅さ），報道の自由（の悪さ）を使用した回帰分析も行ってみた。その結果，

女性の投票権実現年（の遅さ）および報道の自由（の悪さ）に関する有意水

準が低くなってはいるものの，説明変数の符号は期待どおりのものであるこ

とから，アカウンタビリティの改善は医療支出のアウトカムへの効果を向上

させていると考えられる。もちろん，本節の分析は一時点のクロスセクショ

ン・データによる簡単なものであるため，より一層整備されたデータによっ

て再検証される必要があろう。

むすび

　アカウンタビリティとは，民主制度のもとで市民が最適な政策決定ができ

るように政府が情報や環境を積極的に提供することによって，国民主権を実

質化するための概念である。それは国民の受託のもとで政府が活動すること，

また，そのように行動していることを政府の側が国民に示す義務を定めたも

のである。国家権力の濫用を防止するために，法よる支配や権力の分立，情

報公開や地方分権などが試みられている。本章では，アカウンタビリティに

は政策を良くする手段としての側面と，アカウンタビリティ自体が国民主権

や民主主義といった固有価値をもつものの一部であるという意味で目的とし

ての側面をもつことを主張してきた。第 2節では成果指標を使った政策評価

の問題点を考察した。先行研究として Persson et al.［1997］が政府と国民の

情報格差に焦点を当ててアカウンタビリティの意義を論じているが，ここで

は，Persson et al.［1997］が提案したモデルの考え方を参考にしながら，成

果指標の改善にともなう費用の変化に注目し，政策評価が社会の合意形成に

与える影響について考察した。その結果，成果指標が設定されたとしても政

府と社会の交渉過程，および社会の多数派と少数派の関係によっては，目標

が達成されないまま政策が進展しない可能性があることを示した。
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　第 3節では，アカウンタビリティを指標化するうえでの問題点を考察し，

政府の財政収入や政府支出，そのアウトカムへの効果について予備的考察を

行った。現実にはアカウンタビリティの指標と社会指標の改善との相関は意

外に大きくない。これは，アカウンタビリティの改善以外にも財政規模自体

の影響などがあるためである。そのために，財政の機能や構造を改善する際

のアカウンタビリティの（手段としての）効果を検証することは容易なこと

ではない。それにもかかわらずアカウンタビリティ指標を作成し，政府の目

標として設定することの意味は，アカウンタビリティが固有の価値をもつ民

主主義や国民主権の進展度を示すものであると考えられるからである。本章

における分析はクロスセクション・データを使った簡単なものであり，今後

より一層充実したデータセットを利用することにより，さらに実証研究を積

み重ねる必要があろう。

〔注〕
⑴　アカウンタビリティそのものは「良いガバナンス」を実現するための道筋
のひとつであり，それ以外の要素との関連が分析されなくてはならない。た
とえば Narayan［2005: 6-9］は，開発途上国での「弱者のエンパワーメント」
という目的のもとで成果を収める手段として情報へのアクセス，包摂と参加，
アカウンタビリティ，そして地域の組織能力を取り上げている。
⑵　どのような国でも外国との外交関係や貿易関係をもっているから，条約に
おいて「外へのアカウンタビティ」が必要であることは明らかである。また，
意図した政府の活動でなくても，ある国の民主主義や人権保障が不十分で周
辺国に難民が流入するような「外部性」をもつ可能性があるから，「中へのア
カウンタビリティ」が「外へのアカウンタビリティ」と結びついている側面
もある。この点に関しては河野［2006: 15-16］の指摘による。

⑶　アカウンタビリティの手段が政府の統制手段に変容していくという報告も
ある。たとえば Gao［2009］は，中国の業績測定（performance measurement）
の導入過程を分析したものである。先進国における業績測定は一般納税者へ
のアカウンタビリティのために導入されてきたものであるが，中国では経済
改革を推進する中央政府の上層部が改革の固有の問題を解決する手段として
導入されてきた。1990年代半ばまでは経済成長の最大化が政策目標であった
が，それから20年近くが経過し，経済成長と社会の安定の両立が重要な課題
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になってきた。それに加えて，地域主義（localism）を防止する必要もあり，
1994年から共産党中央の指導部から地方の党組織と政府の業績評価強化の指
令が出された。このように中国の業績測定は地方や行政の下層部局に公的サ
ービスの改善のような中央政府の目標を周知徹底させるためのものであった。
以上の考察を踏まえて Gao［2009］は，現在の段階では業績測定は一般市民
のためというよりは政府上層部にとって有用な手段となっている，との結論
を提示している。

⑷Moore and Rakner［2002］は開発途上国の税制について，①多くの開発途上
国では税の負担はフォーマル部門が担い，インフォーマル部門は大部分が税
体系の外に置かれていること，および②都市や農村の財産や農家の所得に対
する課税も不十分であるという問題を指摘する。このような整理をふまえ，
Moore and Rakner［2002］は①開発途上国の税収依存度が高まればより一層政
府は国民に対してアカウンタビリティに配慮するようになるのではないか，
②政府が市民に対して効率的に税を負担してもらうようにするにはどのよう
な政治的配慮が必要となるであろうか，という 2つの問題を提起する。

⑸　Gloppen and Rakner［2002］は税制と外部へのアカウンタビリティに注目
して，サブサハラ・アフリカの事例を総括している。サブサハラ・アフリカ
では，外部へのアカウンタビリティによって対 GDP税収比率の向上のため
に税制改革（農業発展を阻害してきた輸出税の廃止と国内税での代替）や財
政収入拡大（徴収効率化）に努めたが，財政収入確保という目標が達成され
たわけではなかった。その理由は税収基盤（tax base）が拡大できないことに
ある。たとえば付加価値税（VAT）が導入されても食料品の税率はゼロにな
り，農業投入財の大部分は除外され，課税対象は拡大しなかった。そのため，
税制改革ではすでに税収基盤のなかにいるフォーマル部門の大企業に焦点が
当てられた。もうひとつの理由は，税務当局と国民・実業界の間の信頼関係
（たとえば権力の濫用の防止など）の欠如である。このことから Gloppen and 

Rakner［2002］は，サブサハラ・アフリカの民主化も税制改革も政府の財政
収入向上には貢献できなかったと報告している。

⑹　Hansohm et al.［2002］は，「稼得的な性格」の強い税に国家が依存していれ
ば国家と社会の関係はアカウンタビリティを尊重したものになる，というム
ーアの仮説をナミビアを事例に検証したものである。Hansohm et al.［2002］
によれば，ナミビアの現状は以下のように整理できる。①所得税を負担して
いるのは少数のフォーマル部門の就業者で，国民の大部分は所得税の課税最
低限以下の所得しかない，②政権基盤である農民やインフォーマル部門の労
働者から税が徴収できないために，国際貿易に対する課税や消費税が非常に
重要になっている，③消費税は国民が購入する財の大部分に課税され，逆進
的になっている，④政治的アカウンタビリティについて考えると，貧困層の
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政治参加は活発とはいえず，アカウンタビリティに必要な制度は全般的に弱
い。政治の世界で税が問題をされることは多くはない。政治を通じたアカウ
ンタビリティは所得税を負担するフォーマル部門の企業者や組織労働者向け
であり，消費税を負担しているとはいえ，貧しい人たちにはあまり重要であ
るとは認識されてはいない。
　　このような状況は多くの開発途上国で観察でき，ムーアの仮説は部分的に
しか当てはまらないのではないかと Hansohn et al.［2002］は報告している。
ただし，ナミビアでは財政政策の面でまったく進展がなかったわけでなない。
支出の多くは教育，医療，社会サービスに向けられ，独立時にはインフラス
トラクチャーがほとんど整備されていなかった農村への社会インフラ投資が
行われたため，財政支出は富の再分配に貢献しているとも報告している。
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